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都市 地法施行細則をここに公布する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

都市 地法施行細則
（ 旨）
第１条 都市 地法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）の施行については、都市

地法施行令（昭和 年政令第３号）及び都市 地法施行規則（昭和 年建設省令第１
号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
（特別 地保全地区内における行為の許可の申請等）
第２条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、当該許可、通知、届出
又は協議に係る行為の種類に応じ別記第１号様式の施行明細書及び別表に定めるところに
より作成した図書を添えて、これを知事に提出しなければならない。許可を受け、又は通
知、届出、若しくは協議をした行為の内容を変更しようとするときも、同様とする。

法第 条第１項の許可を受けようとする者 別記第２号様式
法第 条第４項の規定による通知をしようとする者 別記第３号様式
法第 条第５項の規定による届出をしようとする者 別記第４号様式
法第 条第６項の規定による届出をしようとする者 別記第５号様式
法第 条第８項の規定による協議をしようとする者 別記第６号様式

（標識の掲示）
第３条 法 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中行為をする場所の
見やすい箇所に別記第７号様式の特別 地保全地区内行為許可標識を掲げなければならな
い。
（特別 地保全地区内行為完了届等）
第４条 法第 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、休止し、又は
廃止したときは、速やかに、別記第８号様式の特別 地保全地区内行為完了（休止・廃
止）届を知事に提出しなければならない。
２ 法第 条第４項の規定による通知、同条第５項の規定による届出又は同条第８項の規定
による協議をした者は、当該通知、届出又は協議に係る行為を完了し、休止し、又は廃止
したときは、前項の規定の例により、速やかに、知事にその旨を通知しなければならない。
（住所、氏名等の変更の届出）
第５条 法第 条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の完了又は廃止前に住所
又は氏名（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名）に変更
を生じたときは、速やかに、別記第９号様式の住所・氏名変更届を知事に提出しなければ
ならない。
２ 法第 条第４項の規定による通知、同条第５項の規定による届出又は同条第８項の規定
による協議をした者は、当該通知、届出又は協議に係る行為の完了又は廃止前に住所又は
氏名（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名）に変更を生
じたときは、前項の規定の例により、速やかに、知事にその旨を通知しなければならない。
（土地の買入れの申出）
第６条 法第 条第１項の土地を買い入れるべき旨の申出をしようとする者は、別記第 号
様式の特別 地保全地区内土地買入申出書に次に掲げる図書を添えて、これを知事に提出
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しなければならない。
位置図（縮尺が 分の１以上であって、方位、当該箇所、道路、交通機関及び目

標となる駅、停車場、公共建築物、河川、湖沼その他の土地建物等を明示したものに限
る。）
区域図（縮尺が 分の１以上であるものに限る。）
公図の写し
当該土地に係る登記事項証明書

（身分証明書）
第７条 法第 条において準用する法第９条第３項の身分を示す証明書は、別記第 号様式
とする。
２ 法第 条において準用する法第 条第３項の身分を示す証明書は、別記第 号様式とす
る。
（書類の提出部数）
第８条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副２部とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第２条関係）

許可を受けよ
うとする行為

作 成 す べ き
図 書 の 種 類 図書に明示しなければならない事項

建築物その他
の工作物の新
築、改築又は
増築

付近の見取図 縮尺（ 分の１以上）、方位、施行箇所、道
路、交通機関及び目標となる土地建物等（駅、停
車場、公共建築物、河川、湖沼等）

配 置 図 縮尺（ 分の１以上）、方位、地番、敷地の境
界線、敷地内における建築物、工作物、木竹等の
位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平 面 図 縮尺（ 分の１以上）

立 面 図 ２ 面
（正面、側面）
以上

縮尺（ 分の１以上）並びに主要部分の材料の
種類、仕上方法及び色彩

現 況 写 真 行為地及びその周辺の状況

宅地の造成、
土地の開墾、
土石の採取、
鉱物の掘採そ

付近の見取図 縮尺（ 分の１以上）、方位、施行箇所、道
路、交通機関及び目標となる土地建物等（駅、停
車場、公共建築物、河川、湖沼等）

平 面 図 縮尺（ 分の１以上）、方位、現況地形、行

の他の土地の
形質の変更又
は水面の埋立
て若しくは干
拓

（現況及び計画） 為地の境界線及び断面図の位置

縦 横 断 面 図
（現況及び計画）

縮尺（ 分の１以上）

現 況 写 真 行為地及びその周辺の状況

木竹の伐採 付近の見取図 縮尺（ 分の１以上）、方位、施行箇所、道
路、交通機関及び目標となる土地建物等（駅、停
車場、公共建築物、河川、湖沼等）

平 面 図
（現況及び計画）

縮尺（ 分の１以上）、方位、現況地形、断面
図の位置及び林況（木竹の位置又は伐採しようと
する区域）

現 況 写 真 行為地及びその周辺の状況

屋外における
土石、廃棄物
又は再生資源

の堆
たい

積

付近の見取図 縮尺（ 分の１以上）、方位、施行箇所、道
路、交通機関及び目標となる土地建物等（駅、停
車場、公共建築物、河川、湖沼等）

平 面 図
（現況及び計画）

縮尺（ 分の１以上）、方位、現況地形、行

為地の境界線、断面図の位置及び堆
たい

積位置

縦 横 断 面 図
（現況及び計画）

縮尺（ 分の１以上）、堆
たい

積物の種類、堆
たい

積方
法及び高さ

現 況 写 真 行為地及びその周辺の状況

備考 １ 縦横断面図は、現況及び行為後を対比できるようにすること。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前と変更後とを
対比できるようにすること。

別記第１号様式（第２条関係）
その１

建 築 物 施 行 明 細 書

１ 工事の種別 新築 増築 改築

２ 工種の種別 地上 地下 仮設

３ 敷地面積

４ 建築面積 申 請 部 分 既 設 部 分 合 計

５ 延べ床面積
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６ 建ぺい率 ％

７ 用途

８ 構造

９ 地盤面からの最高の高さ

階数 地下 階 階

地上 階 階

材料の種類、仕上方
法及び色彩

屋根

外壁

滅失又は改築前の建築物の
規模

建築面積

延べ床面積

地盤面からの最高の高さ

仮設物撤去後の跡地の処理
方法

敷地内の木竹の伐採の有無 有（施行明細書その５を添付すること。） 無

土地の形質の変更の有無 有（施行明細書その３を添付すること。） 無

注 １ 「工事の種別」、「工種の種別」、「敷地内の木竹の伐採の有無」及び「土地
の形質の変更の有無」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

その２
工作物（建築物を除く。）施行明細書

１ 工事の種別 新築 増築 改築

２ 工種の種別 地上 地下 仮設

３ 敷地面積

４ 築造面積 申 請 部 分 既 存 部 分 合 計

５ 用途

６ 構造

７ 地盤面からの最高の高さ

８ 改築前の工作物の地盤面か
らの高さ

９ 外部の材料の種類、仕上方
法及び色彩

仮設物撤去後の跡地の処理
方法

敷地内の木竹の伐採の有無 有（施行明細書その５を添付すること。） 無

土地の形質の変更の有無 有（施行明細書その３を添付すること。） 無

敷地内の既存建築物の有無 有 無

注 １ 「工事の種別」、「工種の種別」、「敷地内の木竹の伐採の有無」及び「土地
の形質の変更の有無」、「敷地内の既存建築物の有無」の欄は、該当する事項を
○で囲むこと。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

その３
土地の形質の変更施行明細書

１ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取及び鉱物の掘
採を除く。）の場合

行為の種類 宅地の造成 土地の開墾 その他（ ）

敷地面積

行為面積

移動土量 切土量 盛土量

生ずるのりの最大の高さ 切土 盛土

施行跡地の処理方法

敷地内の木竹の伐採の有無 有（施行明細書その５を添付すること。） 無
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敷地内の既存建築物の有無 有 無

２ 土石の採取及び鉱物の掘採の場合

採取区域の面積

採取土石の種類及び採取量

採取の方法 横堀 縦坑堀 斜坑堀 その他（ ）

施行跡地の処理方法

敷地内の木竹の伐採の有無 有（施行明細書その５を添付すること。） 無

敷地内の既存建築物の有無 有 無

注 １ 「行為の種類」、「敷地内の木竹の伐採の有無」、「敷地内の既存建築物の有
無」及び「採取の方法」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

その４
水面の埋立て又は干拓施行明細書

１ 水面の種類 池 沼 河川 湖 海 その他（ ）

２ 水面の面積

３ 埋立て又は干拓の面積

４ 施工方法

５ 施行跡地の処理方法

６ 敷地内の既存建築物の有無 有 無

注 １ 「水面の種類」及び「敷地内の既存建築物の有無」の欄は、該当する事項を○
で囲むこと。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

その５
木 竹 の 伐 採 施 行 明 細 書

１ 伐採の目的

２ 伐採の規模

森林地内の場合 伐採面積

伐採の方法 皆伐 択伐

森林地外の場合 伐採する木竹の樹高

の高さにおける幹周

伐採する本数 本

３ 施行跡地の処理方法

４ 敷地内の既存建築物の有無 有 無

注 １ 「伐採の方法」及び「敷地内の既存建築物の有無」の欄は、該当する事項を○
で囲むこと。
２ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

その６
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆

たい

積施行明細書

１ 堆
たい

積物の種類

２ 敷地面積

３ 行為面積

４ 堆
たい

積時の最高の高さ

５ 跡地の処理方法

６ 敷地内の木竹の伐採の有無 有（施行明細書その５を添付すること。） 無

７ 敷地内の既存建築物の有無 有 無

注 １ 「伐採の方法」及び「敷地内の既存建築物の有無」の欄は、該当する事項を○
で囲むこと。
２ 堆

たい

積物が複数の場合は、それぞれの面積及び高さを記載すること。
３ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。

別記第２号様式（第２条関係）
特別 地保全地区内行為許可（変更）申請書

年 月 日
北海道知事 様

申請者 住所
氏名 印
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（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第１項の規定による特別 地保全地区内の行為の許可を受けたいので、
次のとおり申請します。

１ 特別 地保全地区の名称

２ 行為の種類

３ 行為の目的

４ 行為地 所在

地目

用途地域

所有形態の別 自己所有地 借地 公有地 その他（ ）

５ 行為地及びその周辺の現況

６ 行為期間 着手予定年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日

７ 工事の施工者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる事務
所の所在地、名称及び代表者の
氏名）

８ 許可年月日及び番号並びに変
更の理由（変更の場合のみ）

年 月 日 第 号指令

９ 施行に伴う他法令の許認可事
項及び許認可年月日

注 １ 「行為の種類」欄は、該当する行為のすべてを記入すること。
２ 「所有形態の別」欄は、該当する事項を○で囲むこと。
３ 許可を受けた行為の内容を変更しようとするときは、変更前の内容を記載する
とともに、変更後の内容を朱書すること。
４ 自己所有地以外での行為の場合、土地所有者の同意書を添付すること。

別記第３号様式（第２条関係）
特別 地保全地区内行為通知書

年 月 日
北海道知事 様

通知者 住所
氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第４項の規定により、次のとおり通知します。

１ 特別 地保全地区の名称

２ 行為の該当条項 都市 地法施行令第３条第 号

３ 行為の種類

４ 行為の目的

５ 行為地 所在

地目

用途地域

所有形態の別 自己所有地 借地 公有地 その他（ ）

６ 行為期間 着手予定年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日

７ 工事の施工者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる事務
所の所在地、名称及び代表者の
氏名）

８ 施行に伴う他法令の許認可事
項及び許認可年月日

注 「所有形態の別」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

別記第４号様式（第２条関係）
特別 地保全地区内着手済届出書

年 月 日
北海道知事 様

届出者 住所



北 海 道 公 報 第 号平成 年 月７日（金曜日）

氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第５項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 特別 地保全地区の名称

２ 行為の種類

３ 行為の目的

４ 行為地 所在

地目

用途地域

所有形態の別 自己所有地 借地 公有地 その他（ ）

５ 行為期間 着手年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日

６ 工事の施工者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる事務
所の所在地、名称及び代表者の
氏名）

７ 施行に伴う他法令の許認可事
項及び許認可年月日

注 「所有形態の別」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

別記第５号様式（第２条関係）
特別 地保全地区内行為非常災害応急措置届出書

年 月 日
北海道知事 様

届出者 住所
氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第６項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 特別 地保全地区の名称

２ 非常災害の発生日時 年 月 日 時 分

３ 非常災害の種別及び内容

４ 行為の種類

５ 行為地 所在

地目

用途地域

所有形態の別 自己所有地 借地 公有地 その他（ ）

６ 行為期間 着手年月日 年 月 日

完了（予定）年月日 年 月 日

７ 工事の施工者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる事務
所の所在地、名称及び代表者の
氏名）

８ 施行に伴う他法令の許認可事
項及び許認可年月日

注 「所有形態の別」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

別記第６号様式（第２条関係）
特別 地保全地区内行為協議書

年 月 日
北海道知事 様

協議者 住所
氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第８項の規定により、次のとおり協議します。

１ 特別 地保全地区の名称
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２ 行為の種類

３ 行為の目的

４ 行為地 所在

地目

用途地域

所有形態の別 自己所有地 借地 公有地 その他（ ）

５ 行為地及びその周辺の現況

６ 行為期間 着手予定年月日 年 月 日

完了予定年月日 年 月 日

７ 工事の施工者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる事務
所の所在地、名称及び代表者の
氏名）

８ 施行に伴う他法令の許認可事
項及び許認可年月日

注 「所有形態の別」の欄は、該当する事項を○で囲むこと。

別記第７号様式（第３条関係）

特別 地保全地区内行為許可標識

行為許可の種類

許可年月日及び番号 年 月 日 第 号指令

行為期間 年 月 日から 年 月 日まで

行為者 （住所）
（氏名）

工事現場管理者 （氏名）

別記第８号様式（第４条関係）
特別 地保全地区内行為完了（休止・廃止）届

年 月 日

北海道知事 様
届出者 住所

氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法施行細則第４条第１項の規定により、次のとおり完了（休止・廃止）したの
で届け出ます。

１ 許可年月日及び番号 年 月 日 第 号指令

２ 行為の種類

３ 行為地の所在

４ 完了（休止・廃止）年月日 年 月 日

５ 理由（休止又は廃止の場合）

６ 予定期間（休止の場合のみ） 年 月 日から 年 月 日まで

注 完了の場合にあっては、完了時の写真を添付すること。

別記第９号様式（第５条関係）
住 所 ・ 氏 名 変 更 届

年 月 日
北海道知事 様

届出者 住所
氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法施行細則第５条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 許可年月日及び番号 年 月 日 第 号指令

２ 行為の種類
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３ 変更事項 変更前 変更後

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地）

氏名（法人にあって
は、名称及び代表者
の氏名）

４ 変更の理由

別記第 号様式（第６条関係）
特別 地保全地区内土地買入申出書

年 月 日
北海道知事 様

申出者 住所
氏名 印

（法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名 ）

電話番号

都市 地法第 条第１項の規定により、次のとおり土地を買い入れるべき旨を申し出ま
す。

記
１ 特別 地保全地区の名称
２ 土地の所在及び地番
３ 土地の地目
４ 土地の面積
５ 土地の現況
６ 土地の利用に著しい支障を来す理由
７ 土地の上に存する権利

権利の種類
権利者の住所及び氏名
権利の認定年月日

注 不許可処分を受けた指令書の写しを添付すること。

別記第 号様式（第７条関係）
（表面）

第 号
身分証明書

住所
氏名

この証明書を携帯する者は、都市 地法第９条第２項（同法第 条において準用す
る場合を含む。）の規定により、原状回復等を行う者であることを証明する。

年 月 日交付

北海道知事 印

（裏面）

都市 地法（抜粋）
（原状回復命令等）

第９条 都道府県知事は、前条第２項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその
者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を
定めて、当該 地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状
回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

２ 前項の規定による原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下 原状回復等 という。）を命じよう
とする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府
県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこ
れを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行わないときは、
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければ
ならない。

３ 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ
た場合においては、これを提示しなければならない。
（原状回復命令等についての準用）

第 条 第９条の規定は、前条第１項の規定に違反した者又は同条第３項の規定により許可に付された条件に
違反した者がある場合について準用する。

別記第 号様式（第７条関係）
（表面）
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第 号
身分証明書

所属
職名
氏名

この証明書を携帯する者は、都市 地法第 条第２項（同法第 条において準用す
る場合を含む。）の規定により立入検査等を行う者であることを証明します。

年 月 日交付

北海道知事 印

（裏面）

都市 地法（抜粋）
（報告及び立入検査等）
第 条 都道府県知事は、 地保全地域内の 地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度に
おいて、第８条第２項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又は
その者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為
の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
２ 都道府県知事は、第８条及び第９条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、 地保全地域
内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第８条第１項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しく
はこれらの行為が当該 地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。

３ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを
提示しなければならない。
４ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
（報告及び立入検査等についての準用）
第 条 第 条の規定は、特別 地保全地区について準用する。この場合において、同条第１項中 第８条第
２項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた とあるのは 第 条第
１項の規定による許可を受けた と、同条第２項中 第８条及び第９条 とあるのは 第 条の規定及び第
条において準用する第９条 と、 第８条第１項各号 とあるのは 第 条第１項各号 と読み替えるも
のとする。

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第５条第１項第３号の規定によ
り、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
図書類
の種別

図書コード等又は
日本ビデオ倫理協
会審査番号等

図 書 類 の 名 称 発行所、制作所、受審会社等

雑 誌 きっすい 年 月号 英 知 出 版 株 式 会 社
同 ドキッスペシャル 月号 年 月４日発行 株式会社 竹 書 房
同 ジゲン 年 月号 株式会社 大 洋 書 房
同 ッスペシャル 月号 年 月１日発行 株式会社 ワニマガジン社
同 マガジン・ウォー・ウルフ 年 月号 株式会社マガジン・マガジン
同 月刊ビタマン 月号 年 月１日発行 株式会社 竹 書 房
同 みこすり半劇場 巨乳ちゃん 月号 株式会社 ぶ ん か 社

年 月１日発行
同 ！【ズバッ！】 月号 年 月 日発行 インフォレスト株式会社
同 別冊 年 月号 株式会社 コ ア マ ガ ジ ン
同 もっとすごい本当の 話 年 月 日発行 株式会社 バ ウ ハ ウ ス
同 本当にあった な話 月号 年 月１日発行 株式会社 ぶ ん か 社
同 ！ 年 月１日発行 ミ リ オ ン 出 版 株 式 会 社
同 カルビ 月号 年 月１日発行 若 生 出 版 株 式 会 社
同 マガジン・バン！ 月号 年 月１日発行 株式会社マガジン・マガジン
同 ！ 年 月号 同
同 の秘密 アンソロジー 株式会社 少 年 画 報 社

年 月１日初版発行
同 リビングデート 年 月 日初版発行 マイウェイ出版株式会社

指定の理由 著しく粗 性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少
年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第９項において準用する同法第８条第１項の
規定により、 知安土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更
の認可の申請を適当と決定した。
その関係書類は、北海道後志支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。



北 海 道 公 報 第 号平成 年 月７日（金曜日）

平成 年 月７日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、余市川土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成 理 事 澤 俊 雄 余市郡余市町黒川町 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、平成 年９月 日、 知
安土地改良区の定款の変更を認可した。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり土地改良事
業の施行を認可した。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 事 業 主 体 名 地区名 事 業 の 種 類
平成 オロロン土地改良区 中 央 小規模土地改良（農業用用排水）
同 同 北明里 同

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による通知があっ
た。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
釧路郡釧路町・阿寒郡阿寒町（以上２町国有林。次
の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 水源のかん養

変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
阿寒町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
釧路郡釧路町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
３ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
厚岸郡厚岸町・川上郡標茶町・弟子屈町（以上３町

国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 風害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
４ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
釧路郡釧路町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 霧害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る伐採種は、定めない。
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主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
５ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
釧路郡釧路町・阿寒郡阿寒町（以上２町国有林。次
の図に示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 公衆の保健
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

２ 路 線 名 豊似広尾線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
広尾郡広尾町字野 線 番２地先から広尾
郡広尾町字ラッコベツ４線 番２地先まで 前 から ──まで

前 から ──まで

後 から ──まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により、平成 年 月 日から道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 夕張新得線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
勇払郡占冠村字トマム国有林上川南部森林管
理署 林班ろ小班地先から勇払郡占冠村字
下トマム 番１地先まで

前 から ──まで

前 から ──まで

後 から ──まで

後 から ──まで

後 から ──まで

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
決定した。
その都市計画の図書は、北海道建設部都市計画課に備え置いて、一般の縦覧に供する。
平成 年 月７日

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により平成 年 月 日午前９時に道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道帯広土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 南黄金長和線 伊達市館山下町 番３地先から 平成

伊達市長和町 番３地先まで
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北海道知事 高 橋 はるみ
１ 都市計画の種類 特別 地保全地区
２ 都市計画を定めた土地の区域
名称 南の里特別 地保全地区
位置 北広島市南の里及び島松の一部
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部都市計画課に備え置いて一般の縦覧に供する。
平成 年 月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 札幌圏都市計画道路に係る事項

都市計画の種類 道路
都市計画を定めた土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
幹線街路 号 高 台 通 北広島市泉町１丁目 北広島市泉町３丁目 北広島市泉町１丁目

（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）
２ 砂川都市計画道路に係る事項

都市計画の種類 道路
都市計画を定めた土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
幹線街路 号 石 山 公 園 通 砂川市東１条北 丁目 砂川市北光 砂川市北光
同 号 大 通 同 西１条南 丁目 同 空知太 同 東１条北 丁目
同 号 赤 平 砂 川 線 同 西２条南５丁目 同 吉野４条南５丁目 同 吉野２条南５丁目
同 号 砂川新十津川線 同 西１条北９丁目 同 西７条北９丁目 同 西３条北９丁目
同 号 文 珠 砂 川 線 同 東１条北９丁目 同 焼山 同 晴見１条北９丁目
同 号 駅 前 通 同 東１条北２丁目 同 東１条北２丁目 同 東１条北２丁目
同 号 北 ２ 丁 目 通 同 西１条北２丁目 同 西６条北２丁目 同 西４条北２丁目
同 号 北 ５ 丁 目 通 同 西１条北５丁目 同 西６条北５丁目 同 西４条北５丁目
同 号 北 ４ 号 通 同 西１条北 丁目 同 西３条北 丁目 同 西３条北 丁目
同 号 北 ５ 号 通 同 西１条北 丁目 同 西６条北 丁目 同 西４条北 丁目
同 号 東 ３ 号 通 同 空知太東１条３丁目 同 空知太 同 空知太東３条３丁目
同 号 南 １ 丁 目 通 同 西４条南１丁目 同 吉野２条南１丁目 同 吉野１条南１丁目

同 号 南 ９ 丁 目 通 同 西５条南９丁目 同 吉野２条南８丁目 同 東４条南８丁目
同 号 南 ４ 号 通 同 西１条南 丁目 同 西７条南 丁目 同 西３条南 丁目
同 号 南８号西１線通 同 西１条南 丁目 同 西３条南 丁目 同 西５条南 丁目
同 号 南７号西沿通 同 西１条南 丁目 同 西７条北９丁目 同 西５条南８丁目
同 号 北７号西沿通 同 西１条北 丁目 同 西３条北 丁目 同 西８条北 丁目
同 号 東１線南５号通 同 東６条北９丁目 同 西豊沼 同 東７条南８丁目
同 号 東２線南４号通 同 晴見２条北９丁目 同 東５条南 丁目 同 吉野２条南３丁目
同 号 南７号東４条通 同 東１条南 丁目 同 東４条南５丁目 同 東４条南 丁目
同 号 空 知 通 同 空知太西１条７丁目 同 空知太西６条７丁目 同 空知太西５条６丁目
同 号 西 ２ 条 通 同 西２条南８丁目 同 西２条南１丁目 同 西３条南４丁目

（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

札 幌 医 科 大 学 告 示

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年 月７日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
ホールボディカウンタシステム 一式

２ 落札を決定した日
平成 年９月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社アトックス
住 所 東京都中央区新富２丁目３番地４号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の告示
平成 年８月９日付け札幌医科大学告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局業務課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目
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道教育庁胆振教育局告示

北海道教育庁胆振教育局告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年 月７日

北海道教育庁胆振教育局長 羽 山 博 人
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借（室蘭東高等学校普通科 台） 一式

２ 落札を決定した日
平成 年９月９日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 リース株式会社
住 所 東京都港区芝５丁目 番 号

４ 落札金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年８月 日付け北海道教育庁胆振教育局告示第７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁胆振教育局企画総務課
所在地 北海道室蘭市幸町９番 号

道教育庁十勝教育局告示

北海道教育庁十勝教育局告示第８号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年 月７日

北海道教育庁十勝教育局長 河 野 憲 一
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量

パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台（１月当たりの単価）

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年８月３日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社
住 所 大阪市中央区高麗橋１丁目６番６号

４ 随意契約に係る契約金額（１月当たりの単価）
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の２第１項第８号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁十勝教育局企画総務課
所在地 北海道帯広市東３条南３丁目
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